
平成25年度加賀市地域包括ケア会議の体制について

権利擁護の推進及び支援体制構築 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの質の向上と推進 目的 総合事業に向けた体制構築 認知症地域支援体制構築

・権利擁護に関すること
・成年後見に関すること
・高齢者虐待に関すること

・ケアマネジメントに関すること
・事業所支援に関すること（介護サービス事
業振興）

内容
・介護予防に関すること
・介護予防・日常生活支援総合事業に関す
ること

・認知症ケア普及に関すること
・認知症予防体制構築に関すること
・認知症体制構築（捜索ネット等)

民生委員 ケアマネジャー法人代表 ケアマネジャー代表 認知症予防体制構築検討会代表医師

ケアマネジャー代表 ヘルパー代表 通所事業所代表 民生委員代表

ヘルパー代表 通所事業所代表 ヘルパー代表 老人会代表

通所事業所代表 地域密着型事業所代表 加賀市介護サービス事業者協議会代表 生活支援サポーター代表

施設職員代表　2名 委託事業者代表 ケアマネジャー代表

警察 リハビリ専門職 地域密着型事業所代表

南加賀保健福祉センター職員（県） 社会福祉協議会 認知症疾患医療センター代表

ソーシャルワーカー代表 相談支援事業所代表（障害）

相談支援事業所代表（障害） 社会福祉協議会

社会福祉協議会

長寿課 地域包括支援センター 長寿課 障がい福祉課

地域福祉課 地域包括支援センター 地域福祉課

障がい福祉課 地域包括支援センター

地域包括支援センター

高齢者分科会

地域包括ケア会議全体会

権利擁護部会 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ向上部会 介護予防部会
<介護予防・日常生活支援総合事業実施検討会>

認知症にやさしいまちづくり部会

委員 委員

目的 目的 目的

内容 内容 内容

委員 委員

市 市 市 市

包括定例会(ケース検討）
ケアマネジャー連絡会

ソーシャルワーカー連絡会

通所型ｻｰﾋﾞｽ事業所連絡会
キャラバン・メイト連絡会

訪問介護連絡会

地域密着型サービス事業所
連絡会

センター方式（認知症ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）地域推
進員連絡会


